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文
化
財
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

文
化
財
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

文
化
財
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（

）

（

）

様
式
第
１
号

国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
公
開
許
可
申
請
書

第
２
条
関
係

様
式
第
１
号

国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
公
開
許
可
申
請
書

第
２
条
関
係

国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
公
開
許
可
申
請
書

国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
公
開
許
可
申
請
書

略
略

略
略

法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
、

、
住

所
住

所
務
所
の
所
在
地

務
所
の
所
在
地

申
請
者

申
請
者

法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
、

、
氏

名
氏

名
㊞

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

略
略

備
考

備
考

１
申
請
者
が
氏
名
を
自
書
す
る
場
合
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

、

。

１
次
の
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

２
次
の
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。
。

略
略

（

）

（

）

様
式
第
２
号

調
査
の
た
め
の
発
掘
に
関
す
る
届
出
書

第
３
条
関
係

様
式
第
２
号

調
査
の
た
め
の
発
掘
に
関
す
る
届
出
書

第
３
条
関
係

調
査
の
た
め
の
発
掘
に
関
す
る
届
出
書

調
査
の
た
め
の
発
掘
に
関
す
る
届
出
書
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略
略

略
略

法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
、

、
住

所
住

所
務
所
の
所
在
地

務
所
の
所
在
地

届
出
者

届
出
者

法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
、

、
氏

名
氏

名
㊞

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

略
略

備
考

略
備
考

略

（

）

（

）

様
式
第
３
号

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
届
出
書

第
４
条
関
係

様
式
第
３
号

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
届
出
書

第
４
条
関
係

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
届
出
書

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
届
出
書

略
略

略
略

法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
、

、
住

所
住

所
務
所
の
所
在
地

務
所
の
所
在
地

届
出
者

届
出
者

法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
、

、
氏

名
氏

名
㊞

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

略
略

備
考

略
備
考

略

（

）

（

）

様
式
第
４
号

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
通
知
書

第
５
条
関
係

様
式
第
４
号

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
通
知
書

第
５
条
関
係

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
通
知
書

土
木
工
事
等
の
た
め
の
発
掘
の
通
知
書

略
略

略
略

事
務
所
の
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

通
知
者

通
知
者

㊞
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

略
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備
考

略
備
考

略

（

）

（

）

様
式
第
５
号

遺
跡
発
見
の
届
出
書

第
６
条
関
係

様
式
第
５
号

遺
跡
発
見
の
届
出
書

第
６
条
関
係

遺
跡
発
見
の
届
出
書

遺
跡
発
見
の
届
出
書

略
略

略
略

法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
法
人
等
に
あ
っ
て
は

事
、

、
住

所
住

所
務
所
の
所
在
地

務
所
の
所
在
地

届
出
者

届
出
者

法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
法
人
等
に
あ
っ
て
は

名
、

、
氏

名
氏

名
㊞

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

略
略

備
考

略
備
考

略

（

）

（

）

様
式
第
６
号

遺
跡
発
見
の
通
知
書

第
７
条
関
係

様
式
第
６
号

遺
跡
発
見
の
通
知
書

第
７
条
関
係

遺
跡
発
見
の
通
知
書

遺
跡
発
見
の
通
知
書

略
略

略
略

事
務
所
の
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

通
知
者

通
知
者

㊞
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

略
略

備
考

略
備
考

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


